
所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、お知らせします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

ます。

令和６年５月１３日 福島地方法務局相馬支局 登記官 志賀富士夫

記

意見又は資料の提出先

〒９６０－８０２１ 福島市霞町１番４６号 福島合同庁舎

福島地方法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室

電話：０２４－５３４－２０４８

又は

〒９７６－００１５ 相馬市塚ノ町１丁目１２番地１

福島地方法務局相馬支局

０２４４－３６－３４１４



別紙

所在 地番 地目 地積

1 相馬市山上字塩手下 ７１－１ 山林 １５２９

2 相馬市山上字横川 １７２－２ 原野 １９

3 相馬市山上字横川 ９５－２ 墓地 ２４

4 相馬市山上字荻平 ３６－１ 山林 １７９

5 相馬市山上字茄子小田 １２５－３ 山林 ７４１

6 相馬市山上字間ノ次郎 ８５－２ 墓地 ２１

7 相馬市山上字金谷原 ２２２－２ 原野 １４

8 相馬市山上字金谷内 １－２ 保安林 １０９３

9 相馬市山上字古内 ２７－２ 墓地 １７３

10 相馬市山上字才ノ神沢 １３－２ 原野 ２１３

11 相馬市山上字才ノ神沢 ２４－１ 原野 ２６

12 相馬市山上字才ノ神沢 １１０ 墓地 ７８

13 相馬市山上字山岸 ４０５ 墓地 １３４


